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令和５・６年度第６回国分寺市青少年問題協議会 

 

日 時：令和６年４月２５日（木） 午後２時～４時 

場 所：国分寺市役所 プレハブ第１会議室 

出席委員：成瀨大輔（会長），田中芳幸（副会長），長谷川久見子，井上和憲，三ツ木静

江，右髙博之，西川葵，熊沢渉，青木伸道，瀧山美恵，丸山智史 

欠席委員：波田桃子 

事 務 局：子ども家庭部（石丸部長）、子ども若者計画課（千葉課長・城内若者支援担当

係長・斉藤計画担当係長・大原） 

傍 聴 者：０名 

 

 

事 務 局：それでは定刻となりましたので、青少年問題協議会を始めたいと思います。本

日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。子ども

若者計画課、若者支援担当係長の城内と申します。よろしくお願いいたします。 

  これまで委員を務めていただいておりました田中久美子委員と柿崎委員が

引っ越しや人事異動のため、３月 31 日付で解嘱となりました。それに伴い、

令和５・６年度第６回国分寺市青少年問題協議会に先立ちまして、後任委員の

委嘱を行いたいと思います。石丸部長よろしくお願いいたします。 

子ども家庭部長：子ども家庭部長の石丸です。よろしくお願いいたします。本来は市長か

ら手渡しさせていただくところなのですけれども、市長が本日公務のため欠席

ですので、私が代理をさせていただきたいと思います。委嘱状は、机上のほう

に配付させていただいております。新しい委員の方として、三ツ木静江様と丸

山智史様に新たな委員として委嘱をお願いしております。委嘱の任期は、前任

の方の任期を引き継ぐ形になりますので、令和７年７月 15 日までとなります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

事 務 局：ありがとうございました。後任委員の委嘱をさせていただきましたので、続い

て、本日の協議会の成立について、確認、報告をさせていただきます。 

事 務 局：本日の協議会の成立について、御報告いたします。委員 12 名中、現在の出席

委員が 11 名、欠席委員が１名です。委員の過半数の出席がございますので、

国分寺市青少年問題協議会条例第５条の規定により、本日の会議が成立するこ

とを確認いたしました。 

  また、本日の会議の配付資料について御確認をお願いいたします。本日お配

りしている資料は、次第が１枚、資料が４枚です。資料１については、開催通

知送付時は未決定でありました丸山委員のお名前が記載できておりませんでし

たが、本日、追記したものを机上にお配りしておりますので差替えをお願いい
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たします。そのほかに、前回の議事録の確定版をお配りしています。会議の成

立及び資料の確認は以上となります。 

事 務 局：すみません。今御紹介した資料の他に、国分寺市子ども若者・子育ていきいき

計画の冊子も机上に追加でお配りさせていただいております。会議の後半に、

少し本計画の話もさせていただければと思っておりますので、急遽ですが追加

でお配りさせていただきました。以上になります。 

会  長：本日もどうぞよろしくお願いいたします。事務局の皆さん、どうもありがとう

ございました。会の成立が確認できましたので、これより令和５・６年度の第

６回国分寺市青少年問題協議会を開催いたします。 

  では、次第に従いまして進行させていただきます。次第２の（１）、子ども

家庭部長の御挨拶をよろしくお願いいたします。 

子ども家庭部長：改めまして、皆様こんにちは。前任の宮本の後任で、４月より子ども家

庭部長に着任しました石丸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。日

頃より、皆様には当市の青少年行政について、御理解と御協力を賜りまして本

当に感謝申し上げます。ありがとうございます。 

  近年、コロナ禍も経て社会情勢が本当に大きく変わる中で、やはり子どもや

青少年を取り巻く環境も大きく変化しています。その中で、子どもたちや青少

年が健やかに成長していくためには、行政だけではなくて、ご家庭や地域、そ

れから皆様の所属している団体様と協力しながら、取り組みを進めることがま

すます重要になっているなと感じております。この協議会は、本日第６回とい

うことで、昨年度から活発な御意見を頂いていると担当から聞いております。

今後、青少年を取り巻く環境は、ますますいろいろな課題に直面していくと思

いますので、皆様の御意見を賜りますようにお願いしまして、御挨拶に代えさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

会  長：ありがとうございました。では、続きまして、次第２の（２）。新たに委員と

なられました三ツ木委員と丸山委員に自己紹介をお願いしたいと思います。お

名前、所属、日頃の御活動など簡単で構いませんので自己紹介をお願いいたし

ます。では、三ツ木委員からよろしくお願いいたします。 

委  員：皆さん、はじめまして。三ツ木静江と申します。よろしくお願いいたします。

前任の田中久美子さんの後任で参りました。所属は、北多摩東地区国分寺分区

の保護司でございます。平成 10 年から民生委員、児童委員を 18 年させていた

だきました。今回の議題に関連する子どものことでは、20 年以上前になると

思いますが、東京シューレに見学に行かせていただいたのが主任児童委員さん

と子どもの不登校についてでした。また、子ども家庭支援センターのワーカー

さんと一緒に相談させていただいたりしておりました。皆様の御指導を頂きな

がら一緒にやっていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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会  長：ありがとうございました。では、続きまして、丸山委員、お願いいたします。 

委  員：国分寺市立第七小学校の校長の丸山智史と申します。この４月に着任しました。

昨年は、同じ市内の第八小学校におりました。ただ、第八小学校も１年しかい

なかったので、国分寺市に来てから２年目ということになります。都の職員で

すので、東京都内を異動で回るのですけれども、国分寺市のことを去年１年間

感じて、不登校の実態であるとか、いろいろな子どもたちの生活指導上の実態

を把握して対応しているところです。いろいろと皆さんと活発な意見が交流で

きたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

会  長：ありがとうございました。それで、ここで子ども家庭部長が公務のため退席に

なるとお聞きしております。どうもありがとうございました。 

（子ども家庭部長 退席） 

  それでは、次第に戻ります。次第２の（３）。田中久美子委員の解嘱に伴い

まして副会長の互選を行いたいと思っております。本協議会の副会長について

は、国分寺市青少年問題協議会条例、第３条によって、委員の互選により定め

ることになっております。立候補、もしくは推薦で決めていただければと思っ

ておりますが、なかなか立候補は難しいと思いまして、一応私、会長からの推

薦で、前期から継続の委員の中で取りまとめのサポートを田中芳幸委員にお願

いしたいと思っております。御異議がないようでしたら、このまま進めたいと

思いますが、いかがでしょうか。では、御異義がないということで、田中委員

にお願いしたいと思います。ありがとうございます。それでは田中委員、副会

長ということで席の移動をお願いいたします。 

     （席移動） 

委  員：今、会長より御推薦いただきまして大変光栄なことだと思って、１年間ですけ

れども微力ながらお手伝いさせていただきたいと思っております。よろしくお

願いします。 

  私は、国分寺に住んで 20 数年になりますけれども、今、国分寺の青少年委

員というところで今度３期目になります。小学校５、６年生の子どもたちのわ

んぱく学校と地域の中学校、高校生の地域リーダーを育てるという、そういう

社会教育課の活動のほうに参加しておりまして、縁あってこちらのほうにも参

加するようになりました。こちらの協議会は２期目ですので、まだ至らない点

もいろいろあると思いますが、皆さんのお力をお借りして、しっかり務めてい

ければと思っております。よろしくお願いします。 

会  長：ありがとうございます。よろしくお願いいたします。では、副会長が決まりま

したので、次第３の協議事項に移っていきたいと思います。本日の協議事項は

２点ございます。１点目が、「令和６年度の進め方とスケジュールについて」、

２点目が「令和５・６年度の成果物に関する協議」ということになります。で

は、初めに協議事項（１）「令和６年度の進め方とスケジュールについて」、
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まず、事務局より御説明をお願いいたします。 

事 務 局：前回の協議会で、令和６年度の勉強会の講師について皆様のほうからスクール

ソーシャルワーカーをお呼びしたいという希望を頂いておりました。このこと

について、教育委員会のほうに打診をしたのですが、残念ながら対応は難しい

という回答でした。そのため、勉強会をどうするかについて、また改めて皆様

にいろいろ御協議いただきたいと思っております。 

  なお、私たち事務局でも今回のスクールソーシャルワーカーの調整が難しい

結果をふまえて、代替案を検討しましたので、御紹介させていただければと思

います。 

  現在、子ども若者計画課では、本日追加でお配りしている子ども若者・子育

ていきいき計画が、今年度最終年度を迎えるということで、令和７年度以降の

計画案を検討しております。それに伴い、市内の子育て環境など、これまで取

り組んできた施策の結果を図れるよう市民へアンケート調査をしました。昨年

度の会議の中で、皆様から市の子育て等に関する現状がどうなっているのか知

りたいというお声を頂いていたことを思い出しまして、今回市内で行ったアン

ケート結果が、恐らく８月には皆様に御報告できるような形になっているかと

思いますので、当市の子育てに関する現状を知る勉強会という位置づけで、ア

ンケート結果等を皆様に御報告させていただく、という代替案を１つ考えまし

た。こちらの代替え案も含め、勉強会について検討いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

会  長：ありがとうございました。今、事務局から説明がありましたが、スクールソー

シャルワーカーの方を講師としてお呼びするのはなかなか難しいということで

した。また、代替案として、昨年実施されましたアンケートの結果報告をして

いただいて、市の現状を学ぶ勉強会という案を提案頂きました。今年度の勉強

会について、皆様の御意見を伺えればと思っております。もちろん、それにこ

だわるわけではありませんし、実現可能なものであれば別途講師を呼ぶという

形でも検討は可能かなと思いますけれども、皆様の御意見はいかがでしょうか。 

  新任の方もいらっしゃるので、一応今期のこれまでの状況をお伝えします。

令和５・６年度は不登校問題をテーマに、地域のいろいろな方たちが集まるこ

の会の中で、何かできないかと検討しております。毎期２年単位で、何かしら

成果を出すことを目標にしておりまして、前期は資料に書いてありますけれど

も啓発物のポスターを作成しました。今期の成果物としても、啓発物を想定し

ておりまして、ポスターを作成するという方向で今、協議を進めております。 

事 務 局：資料３でお配りしているポスターは、前期のポスターをベースに、少し形を変

えたものになります。 

会  長：アンケートといっても、実物を見てみないとイメージが湧きにくいところもあ

るかなと思うのですが、対象者とか項目がどういったものがあるのか御説明い
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ただくことはできますか。 

事 務 局：アンケートは、市内 3,000 人の方に配りました。3,000 人一律に同じものでは

なく、４つの年齢区分に分けて、対象区分に合わせた内容のアンケートを実施

しております。子育て世帯、小中学生に向けた質問であったりということで、

後ほど計画担当の者も来るので、そこで詳しく御説明ができればと思ってはい

るのですけれども、それぞれの区分に向けて意見が集められるような工夫をし

て、４種類のアンケートを作成しております。その結果を、総合的にどのよう

な現状なのかというのを現在取りまとめ、分析しているところです。現状、ま

とめ作業の最終段階になっておりますので、まだ内容のほうがお伝えできなく

て申し訳ないのですけれども、子ども関連に特化した内容のアンケート結果だ

と思っていただければと思います。市の総合ビジョンのアンケートとはちょっ

と違う形になります。 

会  長：ありがとうございます。この中には、不登校ですとかそういった学校との関係

の質問項目というのも入ってはいるのですかね。 

事 務 局：ひきこもりに関する質問は、若者支援担当として入れさせていただいたりして

いることもあるのですが、不登校の調査とは違うので入っていなかったと。 

事 務 局：学校関係は、教育委員会のほうで教育ビジョンを今、作っておりますので、そ

ちらのほうでは出ているかなと思います。 

会  長：分かりました。 

委  員：ちなみに今の 3,000 名で４区分とおっしゃいましたけど、対象者というのはど

ういう感じで選ばれたのですか。無作為ですか。 

事 務 局：はい。各区分の中で無作為抽出しております。 

委  員：回答率というのはどのくらいですか。６割ぐらいですか。もうちょっと下です

か。 

事 務 局：40％ぐらいだったと思うのですが、ほかの、現在策定中の、今年度できたもの

と来年度できるものがすごくたくさんあるのですけれども、その中で特別低く

も特別高くもないので、おおよそ統計が取れる一定の数字は取れているかなと

思います。 

会  長：アンケート結果は、今回の不登校のテーマに直接というより、取り巻く環境に

触れるということになってくるかなとは思います。特に御異議等がなければ、

事務局からの代替え案でいくことでよろしいでしょうか。正直私もイメージが

全部ついているわけではなく、見てみないとわからないというところがありま

すが。 

事 務 局：この代替え案については、不登校のテーマ直接ではありませんが、成果物をど

ういった方に向けて発信をするかや、どんな内容を盛り込むかを検討する際に

参考になればと思って御提案させていただきました。 

事 務 局：今回のアンケートとは別に、幼稚園とか保育園とか区の児童館、それから大学
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のほうにも若者の意見ということで聞きに行きまして、その中で今回のこども

家庭庁とかこども基本法の中で、いろいろな場面で子どもが最善の利益を得る

ためにということで、居場所というキーワードがたくさん出てきておりました。

子どもたちが今どういったところが安心して居心地がいいのか、その人が居場

所と思っているのかということを個別にいろいろ聞かせていただいた意見もま

とまってくると思いますので、そういったところで子どもたちの活動場所はど

ういうところがいいのかとか、そういったところは検討の材料になるかなと

思っています。 

会  長：ありがとうございます。スクールソーシャルワーカーの方は、個別の案件を取

り扱っているということもあり、深い話をしようと思うとそういった個人情報

の問題などに直面してしまう、逆にそこに触れないとすると、一般的、抽象的

な話しかちょっとできないといった事情もあるということで、今回教育委員会

側としては難しいという話があったと事務局からお聞きしています。それは妥

当なところかなと思いますので、代替で考えたときに、そのアンケート結果の

提示をしていただいて、それについて内容を確認したり、気になるところを皆

さんと議論するというような形で勉強会を設けたいと思いますが、よろしいで

しょうか。ありがとうございます。では、そのように予定を少し組み替えて勉

強会を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  では、次に移ります。次第３の（２）、令和６年度の成果物について皆様と

協議していきたいと思います。前回の協議会の中で、事務局から教育委員会へ

確認いただくことになっていた項目があったかと思います。初めに、事務局か

ら確認いただいた結果について報告をお願いいたします。 

事 務 局：それでは、資料２を御覧ください。こちらには、当市の公立小中学校における

不登校の人数と、スクールソーシャルワーカーの対応件数の２点について記載

させていただきました。令和５年度については現在、各課集計中のため、令和

２年度から令和４年度までの過去３年分の推移を載せさせていただきました。

まず、当市の公立小中学校における不登校の人数についてです。小学校、中学

校それぞれ分けて記載させていただきました。詳細はお読み取りいただければ

と思いますが、不登校生徒数の増加傾向がみられ、生徒数に対する不登校生徒

数の割合も増加しております。小学校では、令和２年度 0.82％であったもの

が、令和４年度は 1.44％。中学校のほうも同様に令和２年度 4.06％から令和

４年度は 5.63％というような形で、増加傾向と推測されます。 

  次に下段のところに、スクールソーシャルワーカーの対応件数について記載

させていただいております。こちらは、国分寺市の事務報告書に記載されてい

る数字から抜粋したものになっております。こちらも令和２年度から４年度ま

での分を記載させていただいております。スクールソーシャルワーカーの人数

は、令和２年度から令和４年度にかけて毎年１名ずつ増えております。また、
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それに比例して、訪問活動数や関係機関とのケース会議数も増加しております。 

  なお、この支援対象児童生徒とは、生活指導上の課題を抱える児童や生徒の

ことだそうです。 

  それから３点目としまして、資料はないのですけれども、トライルームの資

料をホームページに掲載できないかという御意見を頂いておりました。それも

伝えさせていただいたところ、教育委員会としても前向きに掲載に向けて検討

していきます、という回答を頂きました。 

  私のほうから学校指導課のほうに確認した内容は以上の３点となります。 

  また、資料３番も合わせて御説明させていただければと思います。前回の委

員の皆さんから御意見を反映させ、前期作成のポスターをベースに少しスペー

スを設けて、新たに３つ程度コメントが載せられるスペースを作りました。各

項目にＡやＢなどのアルファベットを記載させていただいております。今後、

議論する上で、Ａの部分はこうした方が良いとか、Ｄはこういう内容を載せた

らいいのではないかとか、議論する際に活用いただき、最終的に完成した際は

アルファベットを消す形でイメージしております。 

  事務局のほうからは、資料についての説明は以上になります。 

会  長：ありがとうございました。学校指導課に確認いただいた内容と成果物のイメー

ジについて、御説明を頂きました。成果物作成にあたって御意見、御質問等ご

ざいましたら、皆様よろしくお願いいたします。 

委  員：１点質問なのですけれども、こちらの成果物の最終の締切りといいますか、完

成はいつ頃を予定していますでしょうか。 

会  長：本当は、今年度が、令和６年の初回なので、ちょっと年間スケジュールをつけ

ていただいたほうがよかったかなと今、思いました。では、説明をお願いしま

す。 

事 務 局：第５回の会議時に年間計画の資料を配らせていただいておりましたので、本日

はお配りしておりません。申し訳ございません。今年度の会議予定としまして

は、今日の４月 15 日。それから次回が８月８日。第８回が 10 月４日、第９回

が 12 月６日、最後の第 10 回は新庁舎移転の関係でまだ施設予約はできていな

いので未確定ですが、２月頃を想定しております。成果物に関しましては、12

月６日の第４回目のところでおおむね最終案を確定させていただいて、最後の

第 10 回のときには完成した成果物と、市への報告書を添えて出していただく

ような形になります。そのため、最後 10 回目は、成果物と報告書の文案を御

確認いただくのみになるかと思いますので、実際に皆様に修正ができるのは、

最後第９回目のところになります。なお、第９回目の時は、最終段階となりま

すので、大幅な修正はなかなか難しいというイメージを持っていただければと

考えています。そのため、次回が勉強会としますと、第８回目の 10 月に今日

皆様から頂いた意見を参考に私たちのほうでまたたたき台を修正したものを提
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出させていただき、それを最終修正できるタイミングと思って協議いただく。

そのようなイメージで御議論いただければなと思っております。以上です。 

委  員：分かりました。 

会  長：10 月４日、12 月６日の２回が、フルに成果物のこういった議論と計画ができ

るかと思います。次回の勉強会は、もし時間がとれるようだったら成果物につ

いても少し時間を設けて、皆様と検討できればとは思います。そうすると、

2.5 回ぐらいの、今日を含めますと 3.5 回くらいの中で、やらなければいけな

いということと、あと、これまでの議論の中で、前期のポスターを発展させれ

ばいいのではないかという御意見を前に頂いていたかと思います。ただ、課題

として、１つは、テーマをどうするか。前期は「地域でやさしく育てよう子ど

もの心」というのを掲げて、それぞれ子どもや地域、子育て中の方に向けて、

それぞれバラバラになっている情報を参照しやすい何かツールというか啓発物

があるといいねということでこういう形を取らせていただきました。そして、

ポスター内のＱＲコードをスマホで読み取りますと、市の該当のホームページ

に飛んで、情報が見られるというものです。 

  一方、今年度は、これまでの委員の話の中で、実際に不登校のお子さんがい

らっしゃる方もいて、実際にどういうふうに情報にアクセスすればいいのか、

もう全く分からないのが非常に困ったというお話も頂きました。そういう意味

で、こういった啓発物を目にして１歩前に踏み出せるようなものがいいのでは

ないかというような御提案もいただいたかなと思います。そうすると、前期の

テーマをそのまま使うのではなく、参考にしつつ、今期のテーマに合わせて皆

様の御意見を頂いて決め直すかどうか。 

それから、この資料のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆのアクセス情報についてど

ういう形で提示していくか、あと場合によっては、我々青少年問題協議会と

して地域の方にメッセージを送るということで、何か文章を書くということ

でもいいのかなと思いますけれども、そういった形で１個１個内容を詰めて

いければというところです。 

例えば、今期のテーマの文言を考えるとすると、非常に皆様の御意見があ

ると思いますし、これだけで結構時間がかかるのかなと思います。もしよろ

しければ、このポスター構成についての御意見、それから何かテーマのよう

なもの、アイキャッチのようなテーマをどんと書くのであれば、どういった

テーマというか、メッセージ、イメージのようなものを入れるかという文言

についてのアイデアも少し今日頂けたら前に進むかなと思いますが、皆さん

いかがでしょうか。 

委  員：今の話で、資料３のＨと書いていただいたところなのですけれども、これは明

らかにこのままだと今回の活動ではないので、できれば、今回の不登校を中心

に子どもの心について協議しました、となると思います。そうなったときに、
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今期のテーマが前期と同じでよいかどうかですね。私としては、このタイトル

すごくいいと思っているので、これを２年で捨ててしまうのはもったいないと

思って、このままでいいのではないかと発言させていただきました。 

  なので、テーマは変更せず、継続しますとかつければいいのではないかなと、

ちょっと軽く考えてしまっていますけれども、継続して２期、今回もこれを

テーマに掲げ、その中で不登校を取り上げて協議してきた結果、こう改善して

こういうものを入れました、ということを書けばいいのかなと私は思っていま

す。それが実際に我々がやってきた事実なので、それを書くのが正しいと思い

ます。 

  そういう意味では、私はテーマの文言を変えなくてもいいと思います。こう

いう考えの基でテーマを不登校に絞って今回は提示しました。それに伴って必

要だと思ったものをここに書き出しましたよ、ということが伝われば、それで

いいかなと思っています。それによって、やっていることもちゃんと書いてあ

りますし、結果として必要なものが増えたということも実績に残りますし、実

態としてこれを活用している方も助かると思います。 

  あと、もう１つ、Ａ・Ｂ・Ｃが本当にこのままの状態でいいかどうかという

ところにちょっと疑問があります。例えば「子どものみなさんに」の「子」も

１年生だと漢字が読めないかもしれないですね。じゃあ、これは平仮名のほう

がいいのではないかとか、そういうところの見直しはぜひ皆さんの意見を聞い

て話をしたいです。あと、ルビも小さいので、２年生、３年生も実は振り仮名

がやっと分かってきた子は結構しんどいと思います。あと、不登校の子に

ちょっと傾向としてあるのが、若干発達障害があったりすると、そこも全くつ

いていけないので、文章が読めないということがあるのですよね。なので、単

語がパッと目に入るようにしてあげたほうがいいし、ビジュアルを大きくした

ほうがいい。 

  要は、ＱＲの部分を大きくして、テーマを小さくするとか、そういう構成も

皆さんでちょっと議論したいなと思います。継続するので、タイトルはそんな

に全面に出さなくてもいいと思います。だけど、どこを見たらいいかとかいう

情報ももっと大きくしてあげて、まずビジュアライズしてあげる。子どもはこ

こを見ればいい、というのを子どもがパッと目に入るようにしてあげたいので、

というのを選考したほうがいいかなと思いました。例えばＡのところに「子ど

も」と書いてあるけど、子どものビジュアルを入れるとか、またはスマホのＱ

Ｒで検索してねを入れておくとか、スマホを見ればいいのか、かざせば分かる

ようにして、変えられるのであれば変えてあげたほうがいいかなと思いました。

なので、ここをよりキャッチしやすいようにしてあげるというのに注力して、

我々がこの会で話していた内容を小さく集約しておけば、なぜこうしているか

というのが分かると思います。 
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  だから、テーマは継続でいいと思うのですね。ただ、そこを全面に出すとい

うよりテーマは少し小さくして、検索するところをなるべく分かりやすくビ

ジュアライズしてあげると。ＱＲコードは、このぐらいの大きさで多分いいと

思います。説明書きもそんなに長く書かなくてもいいと思います。そこを

キャッチーな言葉をポンと。子どもはここを見てとか、困った子はここを見て

とか、そんなのがいいかなと思います。保護者も「困ったら、ここ」とか、そ

ういうキーワードでパンパンパンパンとＡ・Ｂ・Ｃを貼ってあげると見やすい

かなと。 

  もっと言うと、市のホームページもそうなっているといいなと、私はいつも

思っています。「どこ見ていいか」「〇〇課はここです」という、課ではない

のですよねというのは若干ありますので、それと同じのをこれで示してあげる

と、両方よくなっていくかなと思いました。以上です。 

会  長：ありがとうございます。今、大事な御意見を頂きました。この「地域でやさし

く育てよう子どもの心」というのは前期のテーマではあるのですけれども、

メッセージとしてはとてもすてきなメッセージだということで、これを基に不

登校問題について今回は考えましたという前提で、メッセージとしてこのメッ

セージは維持しつつ、内容については不登校の情報をキャッチしやすいように

下のＱＲ全体で示していくというそこの部分も、どちらかというと、できるだ

けキャッチしやすいようによりサイズを大きくしたり文言をシンプルにして見

やすくして、当事者、いわゆる子どもたちがキャッチできるような、それぞれ

配慮をいただけたらという御意見だったと思います。ありがとうございます。 

  そのほか、御意見はいかがでしょうか。 

委  員：この絵の中で、中学生とか高校生みたいな子がいないので、入るといいなと思

います。小さい子から制服を着ている女の子や男の子や部活の格好をした子ど

もや、何でもいいのですけれども、青少年というか、一番悩み多き時代の子た

ちがこの絵の中に入っているような工夫、ビジュアルの問題からいってもそう

かなと思ったのですが。 

会  長：ありがとうございます。人物の絵というのはそれぞれ単体でイラストを入れて

いましたかね。 

事 務 局：いえ。ある程度の人数がまとまったイラストをくっつけていたと思います。そ

して、今年については、特殊な編集ができないのです。というのは、去年は前

職でデザインをされていた職員がいたのですが、今期はもういません。なので、

イラストについては、入れるとしたらフリー素材を探してきて入れる形なので、

これと同じようなテイストにはもうできないと思います。 

会  長：なるほど。 

事 務 局：なので、私たち事務局として今期できるのは、例えば今回資料でお示ししたよ

うな、絵を全体的に縮尺するとか、位置調整して文言を書き換えるとか、その
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ようなレベルでの編集はできますが、例えば色味を全部変えたいなどの編集は

限界があります。 

会  長：そうすると、この上の文字の字体というかフォントというか、これもすごく何

パターンかすてきな案を出していただいて前期は検討したと思うのですけれど

も、これも今期はそのまま使うことが前提ですか。 

事 務 局：そうですね。もし今期変更するのであれば、パワーポイントの中にある字体と

かであれば可能です。前期の字体は、たしかキリギリスフォントという、子ど

もたちのお菓子とかによく使われているような文字体という話があったかと思

うのですけれども、このような特殊な字体を使うのはできないかと思います。 

委  員：確かにビジュアルに訴えるだと、自分たちが見たときに、高校生、中学生だと

自分たちは関係ないのだと思う感じはしましたね。 

委  員：ちょっとそんな気はした。青少年問題協議会なので。 

委  員：不登校と議題にもありますように、今不登校の割合が５％強ということだから、

クラスに１人２人はいるということですよね。 

委  員：すごい割合ですよね。中学生は特にすごいですよね。 

委  員：中学生でも、制服姿とか部活姿とか。 

委  員：そうそう。あってもいいなとちょっと思ったのですけれども。すみません。 

委  員：追加することはできるということですよね。 

事 務 局：そうですね。前期のポスターイラストのテイストと似たようなものを探しなが

ら、追加することはできます。 

会  長：フリーの素材で、人物でイラストをちょっと探していただいてということです

ね。 

事 務 局：はい。それは可能です。 

委  員：確かに一番見てもらいたい人に見てもらえるものがいいと思うので、その人物

のイラストを入れた方がいいと思います。 

事 務 局：わかりました。 

会  長：あと、上の「みんなで支える」という吹き出し。これは当時も確か事務局のほ

うで付け加えてもらったのでしたか。我々のほうでつけたのかちょっと記憶し

ていないのですけど、この吹き出しのところをちょっと変えてもいいかもしれ

ませんね。 

委  員：ちょっと吹き出しが目立たないかもしれないです、これ。 

事 務 局：吹き出しの色を変えるということですね。 

委  員：言葉も。 

事 務 局：言葉は何に変えましょうか。 

会  長：それはちょっと考えます。 

事 務 局：分かりました。 

会  長：何かアクセスできたら良いと思う情報について、御意見いかがでしょうか。子
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どもたちが学校にちょっと行けなくなっているのだけれども、地域にこういう

ところがあるのだと分かると、ちょっと外に行ったり居場所になったりするか

な、みたいな情報を入れていくイメージかなと思うのですけど、そうすると、

最初は子ども向け、それから保護者向け、あとはありますかね。 

委  員：今、子どもをイメージしたときに、これはスマートフォンをまだ持っていない

方は除外になってしまいますので、ちょっと物心動いた５、６年生くらいです

かね。子どもと、恐らく今回、中学生、高校生ぐらいになってくると、もう自

分たちは子どもという認識ではなくて、じゃあ大人でもないから、じゃあ「学

生のみなさん」もいいなとか。子どもとその世代によって呼び名を変えてあげ

るとか、今言われたとおりリンク先がまだイメージできていないですけど、多

分このままだとちょっと不登校は即イメージがなかなかできなくて、どこかし

らに不登校でお悩みの方へみたいなのが入ったりするとそこに行くのでしょう

けれども、やはりスマートフォンが前提になってしまうので、言うとおり、イ

ンターネットの検索窓か何かでパソコンからでも入っていくような入り口も

持ってあげられれば、入り口が限定でなくていいのかなと思いました。 

会  長：ありがとうございます。確かに、ＱＲはスマホだったりタブレットの使用が前

提になるかなと思いますね。 

委  員：前期のポスターだと検索窓がありますね。資料３の今回情報を増やしたからか、

検索窓が取れてしまっているようですけど、前期のポスターではあったのです

ね。 

事 務 局：今回、６つの情報を掲載したいという御意見でしたので、スペース確保のため

削除しました。 

委  員：私も意見いいですか。先ほど子どもたちが読めるように文字の変更とか漢字の

変更とかをして読み取りやすいようにというお話が出たと思うのですけれども、

今、これを読み込んでみると、国分寺市役所のホームページが出てくるので、

読み込んだ後もこのページに飛ぶのであればあまり意味がないのかなと思いま

した。保護者の方とか、子育て中の皆さんであれば問題ないのかなと思うので

すが、そこから入っても普通の大人が見るページに飛ぶのであればあまり意味

がないのかなと思うので、飛んだ先のページが、子どもたちが電話ができると

ころだとか、もっと分かりやすいページを用意しないといけないのかなと今、

ちょっとやってみて思いました。 

会  長：そこのついては前期でもあった問題というか話題にはなりました。新たに何か

ページを作るというのはなかなか難しいのですけれども、そこがアクセスとい

う意味では、そこまで考えないといけないというのはおっしゃるとおりかなと

思います。 

  余談になってしまいますけれども、こども家庭庁のホームページとかを見ま

すと、子ども向けとか大人向けとかちょっと見るところが枝分かれしているよ



13 

うになっていますよね。あれもやはりアクセスしやすさというのは、本来であ

ればやらなければいけないことだと思います。 

委  員：そうですね。ちょっとそこも含めて吟味しないといけないかもしれませんね。 

委  員：これは飛んで行く先というのは、何か制限とかあるのですか。 

事 務 局：確か、前回は直接関係のあるデータが開くページにしてしまうと、ホームペー

ジの更新時にＱＲが使えなくなってしまう可能性があります。そうすると、例

えば、本協議会が２年周期で成果物を発行するので２年間は掲示したいと考え

たときに、ＱＲが使用できなくなってしまうリスクもあるということで、直接

的に開くページにしなかったと思います。なので、直接ファイルページを開く

ようにするということはできるかなと思いますが、その分無効なＱＲになって

しまうリスクを受け入れる必要があります。 

委  員：すみません。ちょっといいですか。先ほどお伺いしていてちょっと思ったので

すけれども、例えばＱＲを読んだ先がこども家庭庁のｘ（エックス）だったり

インスタグラムとかに飛ぶようになっていて、そのインスタグラムとかｘ

（エックス）の中で、例えば文部科学省とか厚生労働省とかで子ども向けのＳ

ＮＳとかの相談窓口というのがあるので、そこの情報をｘ（エックス）なりイ

ンスタグラムなりにもともと載せておいて、そのインスタとかのＱＲを載せる

というのはできるのかなとちょっと思いました。難しいのかな。 

会  長：公的機関であれば、それほど問題は。市ではなくて、例えば東京都のＬＩＮＥ

相談というのもありましたけれども。 

委  員：今ちょっと調べてみたら、厚生労働省であったり文部科学省のほうでもそう

いった窓口がありますよというページを持っていらっしゃるので、多分そうい

うところに飛んだほうが、子どもはやはりＬＩＮＥだったりとかＳＮＳでの相

談とかチャットの相談のほうがしやすいと思うので、やはり子どもたちが慣れ

ているもので相談がしやすいもの、やはり電話とかだと大人は慣れていても子

どもは慣れていなかったりとかもするので、そういったもので相談ができる窓

口が案内されるページに、うまく載せられるようになっていたら、子どもたち

は飛びやすいのではないかなとちょっと思いました。 

会  長：ありがとうございます。相談窓口が分かりやすく掲載されているページ。 

委  員：そうですね。いろいろ子どもが自分で一生懸命何個もページを開かなくても、

パッと見て分かるようにしてあげられたら。大人は次から次へと調べることが

あっても、やはり子どもだと一番最初につまずいてしまうと諦めてしまう子も

いると思うので、やはりその子その子の発達の具合も違ったり、得て不得手も

ありますので、ちょっとそこは子どもがアクセスしやすいようにしてあげたい

なと、ちょっと思いますね。 

会  長：ありがとうございます。事務局のほうで、例えば市の「子ども専用相談電話

（こそでん）」というのがありましたよね。子ども家庭支援相談センターが
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やっている。あれは不登校の話とかまでできるのですかね。 

事 務 局：何でもできると思います。 

会  長：何でもそこは大丈夫なのですかね。 

事 務 局：はい。年齢制限のみで、特段話す内容の限定はしていなかったと思います。 

会  長：だとしたら、東京都のＬＩＮＥ相談なんかもやられていますので、そういった

ものとかでもいいかもしれませんね。 

事 務 局：今ホームページで確認しましたが、子ども専用の相談電話で、18 歳未満の子

どもがかける相談電話「こそでん」。誰かが話ししたいときのこそでんですと

いうことなので、特段相談内容の制限はなくて、18 歳未満だけという年齢制

限のみが記載されています。 

会  長：分かりました。ありがとうございます。 

委  員：だけど、電話だけなのですね。 

委  員：電話が苦手なお子さんもいます。 

委  員：電話だけではなくて、ほかの相談窓口では、相談できるのですよね。ＬＩＮＥ

だとかｘ（エックス）というのはできないのですか、それは。 

事 務 局：こそでんは電話だけです。 

委  員：なかなか電話をかけるというのは、ハードルが高いと思います。 

委  員：かなり子どもにとってはハードルが高いです。 

やはりＳＮＳを活用しているお子さんたちにとってみたら、電話をかける、

電話を取るというのはすごくハードルが高くなっていると思います。 

委  員：気軽に誰かに問いかけるような方法でないと。 

委  員：文字のほうが、多分子どもたちは楽だと思います。 

事 務 局：いろいろな相談窓口については、１枚にまとめて教育委員会のほうで夏休み前

に全生徒に配っているはずなので、そちらの中には東京都のものとか、あとＬ

ＩＮＥで相談できる場所とかそういったものが全て、１か所ではなくて結構

いっぱいいろいろなところがざっと書いてあります。その中には様々な相談先

が入っていて、小学校とか中学校の児童生徒が何かあったときに相談できるよ

うなお知らせは、市として行っております。 

会  長：ありがとうございます。 

委  員：いいですか。小学生と中学生が対象となっているというお話を伺ったのですけ

れども、高校生とか大学生でもやはり不登校になるお子さんもいますし、大学

生が今、最近鬱になって学校をそのまま休学したり辞めてしまうお子さんが増

えているというのを、私は子どもが大学生にいるので、やはりそういうのを身

近に子どもから聞いていたりします。年齢が 18 歳未満となると高校３年生は

かけては駄目なのかとか悩んでいるお子さんも出てきてしまうかもしれないの

で、もうちょっと不登校の幅を広げてあげてほしいなと、ちょっと今、思いま

した。もうちょっと上の子たちも、高校生もやはり問題を抱えているお子さん
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とかもいらっしゃると思うので、中学生までだとちょっと子ども的にはきつい

のかなと。確かに高校からはいろいろな学び方を選べますけれども、それでも、

ネットの高校ではなく普通に通学できる高校を選んで、結局合わなくて不登校

になってしまうお子さんとか、辞めてしまうお子さんもやはり一定数少ないな

がらもいると思うので、そういったお子さんたちでも見ることができる状態の

ものを作ってあげられたらとは思います。 

会  長：単に義務教育特有の問題だけでは多分なくて、１人１人の人生のいろいろな難

しい問題、課題というかそれに直面にする部分なのだろうなと。それはいつに

なってもあり得る事なのだろうと思うのですね。レンジを幅広く持ってアクセ

スできるようにすると、どうしても情報量が増えるのかなということ、載せ方

をいろいろ考えなければいけないなとか、いろいろそこの調整を考えていけた

らということですね。ありがとうございます。 

事 務 局：今、御質問いただいたように、こそでんは 18 歳未満と書いてあり、高校生も

対象年齢となっています。また、教育委員会のほうは義務教育期間の支援、

我々子ども若者計画課は義務教育終了後の 15 歳以降の支援。縦割りになって

しまっておりますが、支援がないわけではありません。縦割りというデメリッ

トがある一方で、どこまでを対象にするか決めることで、その対象年齢に合わ

せた支援体制を整えるという側面もあります。ただ、子どもに特化するとか、

大人向けの支援に特化するとか、たしかにちょっと分かれてしまってわかりづ

らいところもあるので、今回、そういった各支援情報を集めて載せる方法もあ

るかなと思っております。対象年齢などの対象を絞ったポスターを作るのか、

それとも対象は絞らず幅広くまんべんなく載せるのか、御議論の中で決めてい

ただければと思います。 

会  長：ありがとうございます。まだ、あと先に何回か残っている状況なので、思いつ

く限りでいろいろなアイデアを出していただけたら、いろいろ集約していける

かなと思います。 

  これまでもいろいろ話題の中で出てきたかと思うのですが、啓発していく上

で、ぜひ地域の方向けにも子どもたちをみんなで見守っていこうというメッ

セージを出したいというところが結構ありまして、この下のＱＲのところに

「地域のみなさんへ」と、こういう居場所があるのですよというのをぜひ知っ

てもらいたいということで入れたのですけれども、今期のテーマに関して、こ

の地域の方々のパワーというか、そこを子どもたちの役割として使っていくみ

たいな、そのためにこういうアクセス、知識、情報を知ってもらったほうがい

いのではないかという観点で何かございませんでしょうか。まずはご家庭と学

校との話合いとかで、なかなか地域で何かというのはそもそも難しかったりも

しますし、適切ではない場面もあるでしょうし、ただ、子どもが少し外に行こ

うというときに地域資源というのがあると、また違った居場所ができたりとい
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うのもあるでしょうし。広く知ってもらいたい情報というとなかなか難しいか

もしれませんけれども、何か項目として挙げられるようであれば、せっかく地

域の皆様の集まりの会ですので有意義かなとも思うのですが、ちょっとそんな

ことをふと思ったので発言させていただきました。 

委  員：地域の人が個人に対して干渉するのはちょっと問題かなと思うのですが、子ど

もから問合せとか相談しやすいという何かきっかけがあればと思います。ただ、

多分これは教育委員会ですかね、子ども 110 番の家を掲げて、うちも掲げてい

るのですけれども、別に何て言うことはないのです。地震があったときにたま

たま家に誰もいなくて、あそこに 110 番があったのでうちにその子が来たので

すけど、そういった何か困ったときに相談できる、何か子どもが見てここに行

けばいいのだなとか、こういうところがあるのだというのが分かるような、そ

ういうのがやはり地域としてはできる１つのことかなと思いますので、110 番

に限らず、困ったときに相談できるような体制がここにあるのだよというのを

知ってもらうということですね。そういうのも１つのきっかけになるのかなと

思います。 

会  長：ありがとうございます。何か情報というのを、ある意味、様々な事情で学校に

いけない子どもが増えているけれども、それ自体は決してネガティブに捉え過

ぎずに地域でやはり見守っていくという、子どもたちの育ちをいろんな角度で

見守っていくという、何かそういう姿勢を持ってもらいたいみたいなメッセー

ジを発信するというのが一番適切な気もします。ＱＲで何かという感じではな

いかもしれませんね。 

委  員：現在の小学生とかでも、放課後子どもプランがありますよね。あれが地域の大

人にボランティアに入ってもらっている小学校もあれば、保護者のみでやって

いる学校もあります。地域の方を受け入れている学校もあれば、地域の学校を

受け入れない学校もまたあるのですよね。実際、私、子どもクラブをやらせて

いただいていたので、よく分かるのですけれども、私の子どもが通っていた学

校では地域の方はＮＧとなっていたので、やはり地域の人と子どもたちの関わ

る機会とか場所とかが少ないので、地域の方々はやはりこのＱＲコードを読み

込むよりも、呼びかけるような形の文言が１個あるくらいでいいのかなと。例

えば、昼間子どもたちが１人で出歩いていても優しく見守ってくださいみたい

な感じの。なかなか大人から話しかけると不審者という形になってしまうこと

もあるので、今すごく難しい時代になったので、温かく見守ってくださいぐら

いの感じになってしまうのかなとはちょっと感じていますね。ＱＲで情報を発

信しても、なかなか地域の人間から子どもにアプローチするのは難しいと思う

ので、子どもがもともと面識のある地域の大人ならいいのですけど、なかなか

面識がある大人というのは今、減っていると思うので、すごく温かく見守るに

徹しすぎないというのはやはりなかなか難しいのかなとちょっと感じています。 
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会  長：ありがとうございます。ちなみに、学校の校長先生のお立場で、学校は学校で

いろいろな不登校に関する支援を行っていらっしゃると思うのですが、保護者

であったりとか地域の方だったりとかにこういうことを知ってもらいたいなと

か、こういう支援があればみたいな何かイメージはございますでしょうか。 

委  員：皆さんのお話しを聞いていて、今の質問と直接関わらないところになってしま

うのですけど、この成果物のポスターをどこに配って、どこに貼ってもらおう

という想定なのかなというのが、まず１つ目の質問になります。 

会  長：基本的にはある程度予算の関係でこれぐらいの量というのが決まっていますの

で、それを前提にどういったところに配るのかというのはある程度想定される

のですが、必ずしも決まっているわけではなく、こういうところに重点的に置

きたいということを皆様から御意見を頂いて調整していくことになるかなと思

います。 

委  員：事務局のほうでは、ある程度成果物をポスターで作るとしたときに、貼る、配

るという想定は、もう想定としてはある程度あるのですね。 

事 務 局：はい、配る先は決めていないですけれども、印刷するための予算は確保してお

ります。内容によって学校配架用なのか、地域配架用なのかで、配る先の調整

は決まってから行う予定です。 

委  員：前半のお話を聞いていて思ったのは、不登校に少し絞った形のポスターにしよ

うというお話でしたので、一番困っているのは、やはり不登校のお子さんを抱

えたご家庭で、その方々が一番欲しい情報というのが１つ大事なポイントだと

思います。不登校状態であるお子さんご自身がアクセスするのであれば、先ほ

どありましたようにＱＲコードの読み取りの問題がありますので、自分でス

マートフォンで行えるのは、やはり小学校高学年ぐらいからだと思います。ど

ちらにしても、お子さんもそうですけれども、一番困っていらっしゃる保護者

の方に大切な情報がまずは分かりやすく入っているのが一番かなと思っていま

す。 

  後半のお話の地域と学校、子どもとのつながりというお話になりますが、学

校指導課が国分寺学という学習をこの令和６年４月から本格実施するとうたっ

ています。昨年までは試行実施ということで試行的にやってきましたが、市内

全小中学校で国分寺の地域の方々と地域資源と子どもたちが学習の中で勉強の

中で関わっていこうというようなことが本格的にスタートしました。各学校で

は年間計画を立てて、１年生から６年生まで、中学生もですけれども、どう

いった学習をしていくのか、地域学習ですね。本格的にここから広がっていき

ますので、まずは子どもたちと地域の方が接する機会が、今後これまで以上に

増えてくると思います。学校に協力してくれたり、温かく地域で子どもたちを

育てるような地域の方たちを、そういった国分寺学の本格実施を通して、少し

ずつ広めていくというのが今、始まったばかりになっています。 
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会  長：ありがとうございます。学校に訪問したりとか、地域の方が入っていくという

場面も増えていくということですか。 

委  員：そうですね。増えていきますね。 

会  長：学校にいる子たちも様々いろいろなバックボーンがあったりとか状況がある、

実はいるのだけれども、ちょっと不登校気味だったりとかという、本当に個の

いろいろな子たちがいるのだということも知らないといけないでしょうし、実

際に来たときにずっと毎回欠席だなと席とかを見たりもするのでしょうけどね。

いろいろな状況の子どもたちがいるのだということは、地域の方は知っていた

ほうがいいだろうとは思います。ありがとうございます。国分寺学というのが

始まるのですね。 

  いろいろ御意見を頂きましたが、そのほか今の話と違う話でも構いませんけ

れども、何か御意見ありますでしょうか。保護者向けのアクセス情報というの

は、どういったものが必要あるいは適切なのかといった面に関してはいかがで

しょうか。ここを見ると良いみたいなところというのは、なかなかないですよ

ね。いろいろなものを探しながら、どうしようと考えていくのだと思うのです

けれども。 

委  員：資料３のＤ・Ｅ・Ｆの我々から皆さんへいろいろ思いつくのですけれども、そ

こから飛ばされるＱＲコードの先が思い浮かばない。正直なところ、例えば学

校行きたいけど行けなくなった子どもたちに対して、不登校というのはいろい

ろある。そういうお子さんを持っているご家族だけの窓口とか、あと、友だち

がそういう状態になっているのを悩んでいる子どもたちもいると思うので、そ

ういう様々あるのですけど、「子どものみなさんへ」の中に含まれてしまうの

かもしれないけれども、本当に不登校を特化して今やっているならば、思い切

りぶつけるような窓口が登場してもいいのかなと思ったのですが、その飛ばし

先が私には分からない。知識がなくて分からないのですけれども、そうなった

らいいなと思っています。 

会  長：ありがとうございます。いろいろなバージョンというか、状況に応じたアクセ

スのしやすさというのを追求するのというのも１つのアイデアかもしれません

ね。 

  １つちょっと気になっていることなのですが、下のように今期のテーマの不

登校についてと書くのが適切かと思うのですが、例えばパッと見て不登校に関

するポスターなのだなというのが分かりやすいようにするというのが私も大事

かなと思うのですけれども、その場合に、例えば聞くだけではなくて不登校に

ついて知ろうみたいなワードを書いていいものか、ちょっとそれは表現として

不適切なのか、分かりやすさと表現の適切さみたいなものをちょっと考えなけ

ればいけないかなと思っておりまして、その点もちょっと皆さんにお考えいた

だければと思います。現状ですと、子どもに関することなのだなというのは分
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かるのですが、テーマが絞られているのだというのはちょっと伝わりにくいの

で、そこの工夫をしなければいけないかなと思います。何か御意見とかよろし

いですか。 

  では、ちょっと最後に、今日皆様からいろいろな御意見を頂きました。基本

的なメッセージとしては、「地域でやさしく育てる子どもの心」というのをそ

のまま継続してもいいのではないかという御意見を頂きまして、それ自体は残

しつつ、不登校に絞った形で情報発信、啓発しているのだよというのが分かる

ような表現とか体裁をちょっと考えなければいけないだろうということが１つ

あると思います。 

  あと、真ん中のイラストについては、やはり小中高生の子たちの学齢期の子

どもたちがメインだということが分かるような人物にちょっと置き換えが必要

だろうということで、ちょっと絵柄は変わってしまうかもしれませんが、フ

リー素材などでそういったものを取り込めるのか、ちょっと検討する必要があ

るということですね。 

  あとは、配置でＱＲのほうをむしろメインで大きくしたほうがいいのではな

いかという、全体のバランスの分かりやすさ。あと、文言ですね。子どもたち

が小さい子でも読めるとかアクセスできるような工夫をするのが１点。 

  あとは、一番悩ましいのはＱＲ先の情報ですよね。情報の選別とかアクセス

先をどういうふうに考えて設定していくのか。なかなか限られた紙面、あるい

はＱＲの情報の中で網羅するのは難しいのかもしれませんけれども、その中で

どういったものを選んでいくのか、あと青少年問題協議会という市が設置する

会議の性質上、特定の民間というのはなかなかやりにくいかもしれません。公

的な機関、相談窓口、そういったものをどういうふうに提示していくのかとい

うちょっと悩ましさがあるなと思うのですけれども、それも紙面のバランスと

か配置とかとも絡む部分かなと思います。ＱＲは、例えば子どもたち向けに３

つくらい載せるのだったらちょっと配置を考えなければいけないとか、どうい

うのが分かりやすく項目を並べられるのか、いろいろ考えるところはあるかな

と思います。 

  あとは、保護者向けへの情報をどうするかも引き続き検討ということで御検

討いただければと思います。 

  あと、地域に関しては、何らかの情報提供というかメッセージをどこかに記

載するという方法がいいのではないかなという御意見を頂いていて、それもま

た１つの方法だと思いますし、やはりこういう情報も伝えたほうがいいのでは

ないかというものがもしあれば、ちょっと御意見を頂ければと思います。 

  また、国分寺学という取組が始まって、地域の方がどんどん学校に関わる機

会が増えていくと。あるいは、中学校の部活動指導なんかも、今できるだけ外

部の地域の方にしていこうという流れも大きくあると思いますので、そういう
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意味でも外部の方が小中学校に関わって入っていくという機会が増えていきま

すので、そういうことも踏まえた上での地域向けのメッセージ、あるいは情報

提供をもうちょっと、次回以降また議論させていただければと思います。 

事 務 局：もしかしたら成果物作成の前期の流れというか、ポスターを作ったときのイ

メージを皆さんに共有しておいたほうがいいのかなと思ったので、ちょっとお

時間を頂いてもよろしいですか。 

会  長：お願いします。 

事 務 局：前回、今お話しいただきましたポスターの、例えば左側の「子どものみなさん

へ」とかそういったところの言葉は、まず、対象者を決めていただいて、その

中の文言も一言一句皆さんで検討していった流れでした。そして、その意見を

基にたたき台を作成して眺めてみると、意外と文が長過ぎたとか、ここで改行

をしたほうがいいねとか、ここの言葉は言い回しを変えたほうがいいねとか、

あと全体のバランスを見ると言い回しはちょっと統一感がなかったねとか、そ

ういったものが出てきました。なので、恐らく先ほどアルファベットを振らせ

ていただきましたけれども、ＡＢＣＤＥＦについて、先ほど委員の意見の中で

もありましたけれど、誰に向けたメッセージにするのかを決めると良いのかな

と。それによって、子どもの情報を多くするのか、保護者向けの情報を多くす

るのか。もし、子ども向けとなった場合、ＱＲなんかそもそも要らないよとい

う話になるかもしれませんし、反対に地域向けだったらＱＲがあったほうがい

いねとなるかもしれません。そういった意味で、初めに大枠となる誰向けなの

か対象を決めていただいて、次々回くらいで大枠の形を落とし込んでいきたい

なと思っていますので、次の会議では、対象者としてはこういうものがいいの

ではないかみたいなまとめをちょっと持ってきていただくといいのかなと思っ

ています。 

  最終的には、Ａの言葉はこういう言葉がいいですねというのも皆さんで一定

まとまったものを、次回ぐらいまでにちょっとまとめていただいて、８回目の

会議では、私たちがその文を実際に入れたたたき台を見ていただいて、修正を

していく。９回目の会議には、内容はほぼ完成していて、色味を変えたほうが

いいねとか、そういった細かい調整が９回目のときになるのかなと思っていま

す。次回のときに、皆様の中でどなたに向けたポスターにして、どこに配架す

るのか、その場合盛り込む６個の情報は、どんなタイトルと文案とするかとい

うのを少し考えて、御参加いただいた方が良いのかなと感じました。前回のポ

スター作りはそのような流れでしたので、参考にしていただければと思います。

よろしくお願いします。 

会  長：ありがとうございます。第８回でもうある程度事務局が具体的にイメージした

案を掲示してもらうことになりますので、そうすると 10 月４日が第８回目で

すね。そうすると、その前の８月８日の勉強会のタイミングで、勉強会をやり
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つつも成果物に関するアイデアをいろいろお出しいただいて固めていく。特に

このＡＢＣＤＥＦ辺りの誰に対してどういう内容を出していくのかということ、

それはやはり御指摘いただいたどこに配架するかということとリンクしますと

いうところも含めて御検討いただければと思います。基本的には子どもたちの

居場所、それから保護者の居場所になっていくのでしょうけれども、それも含

めてイメージを持っていただければと思います。ありがとうございます。 

  では、成果物に関する議論は一旦ここで終了させていただきます。次第に戻

りまして、第４番「その他」に移りたいと思います。では、事務局のほうから

お願いいたします。 

事 務 局：それでは、冒頭にちょっと皆様にお伝えさせていただきましたけれども、当課

では市の子どもに関する次期計画について見直し、これから策定のほうを検討

しているところでございます。そこで、現在の市の子どもや子育て施策に関す

る現状について、皆さまに御説明の時間を頂けたらなと思っておりますので、

「その他」の時間でお話しさせていただきたいと思っております。 

  令和２年度に策定したこのいきいき計画案の計画期間が、今年度最終年度と

なることを踏まえまして、現状次期計画策定に向けてどのような状況か、本日

は計画担当係長より御説明させていただければと思っています。資料４を御準

備いただいて、聞いていただければと思います。よろしくお願いします。 

計画担当係長：皆さん、こんにちは。計画担当係長の斉藤と申します。今日はお時間を頂

きまして御説明をさせていただくこと、感謝申し上げます。着座にて御説明さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

  お手元にございます資料４を御覧いただければと思います。また、隣に黄色

の冊子が置いてあるかと思います。これは現行計画である国分寺市子ども若

者・子育ていきいき計画でございます。この計画が令和２年度から令和６年度

までの５か年計画となっております。そのため、次の５年間、令和７年度から

11 年度までの計画を今、作っているところでございます。８月の会議におい

て、少し私どもの取組について御説明させていただくことの話が出ていたかと

思うのですが、その前段としてこれまでどのようなことをやってきているのか、

そして、これからどのようなことをしようとしているのか、そのことについて

今日は御説明させていただければと思います。約 10 分程度の御説明とさせて

いただきますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、資料４を基に御説明させていただきます。まず初めに、当市には

国分寺市地域福祉計画というものがございます。この国分寺市地域福祉計画は、

市における福祉に関すること、下に図がございますけれども、福祉といっても

いろいろな分野がございます。介護でありますとか、高齢、障害、子ども、健

康、そういったものを包括的に計画して推進するようにということで、社会福

祉法に基づいて策定したこの地域福祉計画というものがございます。この地域
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福祉計画の一部、子どもや若者に関するものとして、国分寺市子ども若者・子

育ていきいき計画があり、今後は次期計画と呼ばせていただきますけれども、

次期計画もこの地域福祉計画に位置づける予定としております。そして、計画

の名称にありますように、子どもや若者、子育ての支援施策の具体的な方向や

取組内容について定めるものが、この計画になります。 

      この計画については、全部で５つの位置づけを持たせていく予定でおります。

具体的には、こども基本法に基づくもの、そして、子ども若者育成支援推進法

に基づくもの、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的

な方針に基づくもの、次世代育成支援対策推進法に基づくもの、子ども・子育

て支援法に基づくもの、ということで、子どもに関わる法律というのはたくさ

んあるわけなのですけれども、そのようなところで幾つもの計画を作るように

ということを義務づけられていますので、それらを包含して、１つにまとめて

作り上げる計画がこの次期計画ということになります。 

  先ほど申し上げましたように、地域福祉計画の一部として子ども若者・子育

ていきいき計画を作るわけではございますけれども、国分寺市総合ビジョンと

いいまして、市の総合施策を取りまとめている計画でありますとか、その他の

福祉に関する計画との整合性を図りながら、連携を図りながら計画を作ってい

くというものを今やろうとしているところでございます。 

  次のページを御覧ください。現行計画から次期計画にかけて、大きな変化が

ございます。こども基本法が令和５年、昨年４月に施行されました。これが非

常に大きな変化でございます。これに伴いまして、現行計画にはなかったこど

も基本法に基づく計画が位置づけられることになります。ここには、これまで

重要視されてきた権利というところもございますし、さらに、子どもや若者の

意見などをよく聞いてそれを反映させるというところが非常に強調されている

のがこの計画の特徴と考えてございます。後ほど御説明させていただきますが、

実際に子どもや若者から直接意見を聞く機会をこれまでも持ってきましたし、

また今後も持たせていくことを想定しております。 

  計画期間については、先ほど申しましたように、令和７年度から 11 年度ま

での５か年計画を予定しています。 

  計画の作りに関する進め方でございますけれども、大きく分けて２つの会議

が関わっています。この３の「計画策定の進め方」の（１）「国分寺市子ども

若者・子育ていきいき計画策定検討委員会」、そして２つ目に「国分寺市子ど

も・子育て会議」。この２つの会議を基に進めております。この会議の違いは

どういうものかと申しますと、まず（１）については、国分寺市子ども若者・

子育ていきいき計画策定検討委員会の要綱に基づいて計画を作るわけでござい

ますけれども、３段目の「そのため、」というところを御覧いただければと思

います。子どもや若者に関する様々な視点から計画を作るものですから、この
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本体の委員構成は公募市民、学識、民生委員・児童委員、子どもや若者支援に

関わる事業者、東京都職員、市職員としています。特徴としては、市の職員で

ある行政職員とそのほかの学識や関係団体の皆様が同じテーブルに座って議論

を交わすところがございます。 

  一方で、子ども・子育て会議については、この青少年問題協議会もそうです

が、附属機関という位置づけを持っています。第三者的な立場から、市が作る

計画、考えに対して諮問を行いまして、答申を頂くというような形で行ってい

ます。 

  つきましては、１番の会議では計画のたたき台などを作って意見を交わして

形にしていきます。それに対して、２番に対しては、作り上げてきたものに対

してそれがどうなのかということを諮っていく、そのような関係性を持ってい

るのがこの会議でございます。 

  最後に、実際にどのようなスケジュール感でやってきたのかということを簡

単に御説明して終わりたいと思います。次の横向きの「策定スケジュール」を

御覧いただければと思います。この計画を作るに当たっては、２か年をかけて

作ります。昨年、令和５年４月からこの計画の作り始めがスタートしているわ

けですが、先ほど御説明しました子ども・子育て会議でありますとか、計画策

定検討委員会を交えながら進めているところでございます。特にこの令和５年

度は計画を作るに当たって基礎となる調査を実施してきました。先ほど事務局

から少し御説明があったかと思いますけれども、子どもや若者、また、その保

護者に対するアンケートの実施や、実際に子どもや若者に直接会ってインタ

ビューするなどの取組もやってきました。そのような集計を行いまして、それ

を基礎として令和６年度に実際に計画を作り上げていく段階にございます。 

  今の予定では、11 月下旬から 12 月にかけてパブリック・コメント、計画の

案を提示させていただいて御意見を頂くことを予定しております。つきまして

は、その前段でおおよその計画を作り上げることを１つの目標として、今、計

画策定を進めているところでございます。最終的には２月の終わり、３月には

計画が出来上がったものを皆様に御提示ができるようにということで今、準備

を進めているところでございます。今回この計画を作るに当たっては、子ども

や若者、子育ての保護者にどのようなニーズがあるのか、また、どのような社

会環境の変化があったのかというところの把握するため、基礎調査報告書とア

ンケート結果調査報告書の２種類の報告書を作成させていただいたものがござ

います。次回の８月の会議では、この部分について、非常に量が多いものです

から一部になってしまうかと思いますけれども、こちらを御説明させていただ

ければと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。以上でござ

います。 

会  長：ありがとうございました。では、よろしいですかね。 
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事 務 局：では、次回の会議日程の御連絡をさせていただきたいと思います。次回は８月

８日午後２時から、場所は書庫棟会議室を予定しております。開催日が近くな

りましたら、開催通知と次回の資料を送付いたしますので、御確認いただけれ

ばと存じます。また、開催通知と合わせて、本日の議事録案を送付いたします。

内容を御確認いただき、修正箇所等がありましたら、期日までに事務局まで御

連絡をお願いいたします。事務局からは以上です。 

事 務 局：あと、先ほど私のほうで、計画のことを御回答できていなかったところもあっ

たかと思ったので、ちょうど今、計画担当係長がおりますので回答させていた

だきたいと思っています。あと、８月のときに、こういうことを聞きたいとい

うことがあれば、本日伺って、８月に向けて資料の作成をできたらなと思って

いますので、御意見いただければと思います。 

  まず、さきほど回答できなかったところで、４つの区分でアンケートをした

とお伝えしたのですけれども、具体的にどの年代に向けてどれくらいの量行っ

たのか教えていただけますでしょうか。 

計画担当係長：簡単に、時間もあるかと思いますので御説明させていただきます。昨年

あったアンケートについては、大きく分けて４種類のアンケートを行っており

ます。１つは、就学前児童の保護者。いわゆる、０歳から５歳児のお子さんを

持つ保護者の皆様にアンケートを行いました。あと、小学生と小学生の保護者。

12 歳から 18 歳、これは、いわゆる中学生や高校生を想定しておりますが、当

事者ですね。そして、18 歳から 39 歳。この４区分でアンケートを行っており

ます。配布数については、就学前児童の保護者が 1,000 通、小学生とその保護

者が 1,000 通、12 歳から 18 歳が 500 通、18 歳から 39 歳が 500 通で行ってお

ります。合わせて、3,000 人の方を対象に実施させていただいたところでござ

います。 

事 務 局：ありがとうございます。あと、御質問を頂いていたのは、今回、青少年問題協

議会は不登校をテーマに議論を頂いているところなのですけど、アンケートの

質問の中に不登校に関連しそうな項目はありそうでしょうかという質問を頂い

ていて、いかがでしょうか。 

計画担当係長：今回のアンケートに関しましては、ひきこもりでありますとか、居場所、

そういった関連の質問を幾つかさせていただいているところです。 

  ただ、直接的に「あなたは不登校ですか」でありますとか「お子さんは不登

校ですか」という質問の仕方はなかなかできないものですから、違った言い方

をして聞いている。そこから読み取っていくような形を取らせていただいてい

るところでございます。 

事 務 局：ありがとうございます。そうすると、皆様の次の８月の勉強会でまず聞きたい

不登校のことについては、そういった読み取れたというか、推測されるデータ

を中心に御報告をまず１つさせていただくということになるかと思いますので
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よろしくお願いします。 

  そのほかに、具体的にこういうことを聞きたいとか、何かあれば御意見いた

だいておきたいと思うのですが、いかがですか。何かこういうのに関連しそう

なデータがあれば、ぜひ聞いておきたいみたいなものでも、何かあれば今のう

ちに教えていただければと思っています。 

委  員：この計画の中の数字、不登校児童生徒の推移の数字と、資料２で記載されてい

る数字が小学校で２倍、中学校で 1.5 倍以上になっていますね。そのことにつ

いては、どういうふうに分析されているのか。原因とか、あるいは改善方法と

かといったところですね。その辺を聞かせていただきたいなと思います。以上

です。 

計画担当係長：今、頂いた御質問については、直接的には教育委員会のほうで、教育部の

ほうで担当しているものでございます。データについては御紹介させていただ

きながら、今どのような取組をしているのかというのは担当部署のほうに確認

をしてご紹介させていただくことになるかなと思いますが、何とぞよろしくお

願いいたします。 

  今、頂いた質問も非常に分かりやすい例かと思うのですけれど、やはり子ど

もや若者に関する分野というのは非常に多岐にわたります。もちろん私どもの

ほうで直接携わっている業務もあれば、そうでないものもたくさんあります。

ですので、その辺は関係部署との連携を取りながら調査を行っていますし、計

画を作り上げているものでございますので、この場で御質問を頂いてすぐにお

答えできるものとそうでないものが出てくる可能性がございます。ですので、

もし興味、御関心のあるものがございましたら、事前に御質問いただけると、

なるべく当日会議の場でお答えできるような準備ができるかなと考えておりま

すので、何とぞよろしくお願いいたします。いかんせん、多分まだ皆さん調査

の内容を見ていないものですから、何を聞けばいいのかというところも正直分

からない部分が多々あるかと思います。ですので、なるべく早めにデータの抽

出したものでありますとか、調査結果そのものについても皆さんに共有ができ

ればなと考えておりますので、よろしくお願いします。できれば、事前に皆様

に御説明した上で御質問を頂ければ理想かと思うのですが、ちょっとスケ

ジュールの関係でそれがちょっとかなわなそうなので、一旦はまずデータのほ

うを御提出させていただいて、御質問など聞かせていただいて、当日補足説明

をさせていただければと考えてございます。 

事 務 局：そうしましたら、今、話にもありましたように、何かありましたら事務局のほ

うにメールでお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

会  長：ありがとうございました。 

  それでは、本日は以上をもちまして閉会とさせていただきたいと思います。
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皆様、どうもお疲れさまでした。 

―― 了 ―― 


